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INPIT 外国出願補助金 申請者向けＱ＆Ａ 

（出願補助・中間手続補助 共通） 

 

 

補助対象者について 

 

 

A 本補助金は、特許法第１０９条の２及び同法施行令第 10 条に基づき、中小企業、中小  

スタートアップ企業、小規模企業、大学等を補助対象者として定めています。 

※1 補助対象出願が地域団体商標に関するものについては、商工会議所や商工会等も補助

対象者に含みます。 

※2 特許庁ホームページに掲載の一覧早見表（特許法施行令第 10 条を参照する国際出願

関係手数料に係る軽減・支援措置対象者の一覧）もご参考ください。 

【特許庁ホームページ（一覧早見表）】 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/document/pct_keigen

_shinsei_202401/keigen_taishosha.pdf 

 

 

 

  A   個人の場合は、個人事業主のみが補助対象となります。 

 

 

 

  A   日本国内に本社があることが申請要件であるため、補助対象となりません。 

 

 

 

  A   自治体等の公的機関も「大企業」とみなします。よって、自治体等が所有する株式及び出資

は、大企業が所有するものとして判断します。 

なお、公設試験研究機関（地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関（学

校教育法第 2 条第 2 項に規定する公立学校を除く。）であって、試験研究に関する業務を

行うものをいう。）を設置する者に該当する地方公共団体は、補助対象となります。 

 

 

 

Q１ 本補助金の対象者を教えてください。 

Q２ 個人でも本補助金の補助対象となりますか。 

Q３ 海外の子会社は本補助金の対象となりますか。 

Q４ 自治体等の公的機関は「大企業」とみなされますか。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/document/pct_keigen_shinsei_202401/keigen_taishosha.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/document/pct_keigen_shinsei_202401/keigen_taishosha.pdf
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A   補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（補助金適化法）第 2 条は、補助金

は「国以外の者」に交付されるものと定めていることから、国家行政組織法に基づき国が直接

に運営している「施設等機関」は補助対象外となります。ただし、国立研究開発法人等の試

験研究機関等は、「国以外の者」に該当するため、補助対象となります。 

 

  

Q５ 国直轄の試験研究機関（「施設等機関」）は、本補助金の対象となりますか。 
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補助対象出願について 

 

 

A   「1 出願」とは、「基礎となる国内出願」1 つを指します。そのため、1 つの基礎となる国内出願

を複数の国・地域に外国出願する場合であっても、「1 出願」として考えます。 

 

 

 

 

A   補助を受けようとする外国出願について、本補助金と特許庁事業の両方に応募申請すること

（重複申請）はできません。重複申請が発覚した場合、本補助金の応募申請を不採択とし、

交付決定がされている場合は、交付決定の一部又は全部を取り消します。 

ただし、一方の応募申請が不採択となった後であれば、同一の外国出願について他方にも応

募申請することは可能です。 

 

 

 

A   補助対象となります。ただし、欧州特許庁から各加盟国への移行（有効化）手続及び欧州

単一効特許の申請は、登録査定後に行われるため、補助対象となりません。 

 

 

 

 

A   基礎となる出願と補助対象とする外国出願の名義は同一でなければならないため、基礎と 

なる出願の名義を会社の法人名義に変更した場合のみ、補助対象となります。 

 

 

 

 

 

A   問のように、優先権主張を伴わない商標の直接出願については、基礎となる商標の関連性を

逸脱しない範囲内での変更を加えるものであって、日本国内に他者による先行登録のない商

標かつすでに使用している商標又は具体的に使用予定がある商標に限り対象となります。 

申請にあたっては、外国へ出願予定の商標について日本国内の先行登録調査の結果等を

提出すると共に、基礎となる商標の関連性を逸脱しない範囲内で変更し外国出願を行う商

標については、当該商標の使用実態又は具体的な使用予定が確認できる書類を提出してく

Q１ 出願手続の補助に係る「１出願」とは、どのように考えますか。 

Q２ 特許庁事業（都道府県等中小企業支援センターが実施する海外出願支援事業）と 

両方応募申請してもよいですか。 

Q３ 欧州特許庁への出願は補助対象となりますか。 

Q４ 基礎となる国内出願の名義が社長個人名義となっているところ、会社の法人名義で外国

出願を行う場合、補助対象となりますか。 

Q５ 商標登録出願について、基礎となる出願の商標は、漢字のみで構成されていますが、外国

ではアルファベットを併記した形での出願を検討しています。 

この場合、補助対象となりますか。 
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ださい。なお、採択後にさらに変更を加えることは認められませんので、代理人と事前に相談す

る等十分に検討してください。 
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補助対象手続について 

 

 

 

A   補助対象となりません。中間手続の補助は、特許出願のみが対象となります。 

 

 

 

 

 

  A   当該特許出願について、以下のいずれかの補助金事業で交付決定を受けている必要があり

ます。 

なお、特許庁事業で交付決定を受けた者は、交付決定を受けたことがわかる資料を提出して

いただく必要があります。 

・INPIT 外国出願補助金（出願補助） 

＜特許庁事業＞ 

・中小企業等海外展開支援事業（海外権利化支援事業）、（海外出願支援事業） 

・中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業） 

・中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業） 

・中小企業等知的財産活動支援事業費補助金（日本出願を基礎としたスタートアップ設

立に向けた国際的な権利化支援事業） 

  

Q１ 意匠登録出願に係る外国特許庁からの拒絶理由通知を受領しましたが、当該通知への

応答も補助対象手続となりますか。 

Q２ 現在、外国へ出願中だが、出願審査請求手続（以降、「審査請求」という。）／拒絶理

由通知に対する意見書、手続補正の提出手続（以降、「中間応答手続」という。）が発

生しました。INPIT 外国出願補助金の中間手続補助へ申請できますか。 
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補助対象経費について 

 

 

A   補助対象となりません。交付決定後に発注し、補助事業完了日までに支払が完了している

経費のみが補助対象となります。 

 

 

 

A   補助対象となりません。 

 

 

 

A    例えば、ＰＣＴ出願における国内移行後の翻訳文提出特例期間内の翻訳文提出費用等

は補助対象となりますが、翻訳文提出や出願審査請求等の期間徒過の救済に要する手数

料は補助対象となりません。 

 

 

 

 

A    複数回に分ける合理的な理由がない限り、初回分のみを補助対象とします。 

 

 

 

 

A   外国特許庁へ支払う手数料や当該出願に係る代理人費用等は、請求書中の明細に従い、

計上してください。送金手数料等は、案件数で按分した金額を計上してください。 

 

 

 

 

A   本補助金は、原則、国内代理人 1 名（1 事務所）、現地代理人 1 名（1 事務所）を想

定しているため、仲介代理人に係る手数料は補助対象となりません。なお、仲介代理人を必

要とするやむを得ない理由等がある場合は、当該経費を補助対象経費として認められることも

ありますので、応募申請時に、その理由や費用対効果等を説明してください。 

  

Q１ 交付決定前に発注した役務に係る経費は補助対象となりますか。 

Q２ 外国での先行技術調査や先行登録調査に要する費用は補助対象となりますか。 

Q３ 翻訳文提出に係る追加の手数料や期間延長に係る手数料は補助対象となりますか。 

Q４ 同一請求書内の費用を複数回に分けて支払った場合、送金手数料等はすべて補助対象

となりますか。 

Q５ 国内代理人や現地代理人への支払に、補助対象出願以外の経費が含まれていますが、ど

のように経費を計上すればよいですか。 

Q６ 国内代理人が直接現地代理人に依頼せず、第三国等の代理人を経由して出願手続を

行うなど、仲介代理人に係る手数料は補助対象となりますか。 
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応募申請について 

 

 

A   応募申請する公募回が異なる限りにおいて、制限はありません。ただし、過去の公募回で採択

された外国出願について、当該外国出願と同一の出願について、出願補助を受けることはでき

ません。また、同一年度内の交付決定額の合計額は、1 事業者あたりの補助金額の上限額

を超えることはできません（上限額は、1 年度 1 事業者あたり、300 万円以内）。 

 

 

 

A   複数者まとめての申請はできません。共同出願人のうち、補助金の受給を希望される方は、

本人名義でそれぞれ申請をしてください。採択後の手続も、各自で行っていただきます。 

 

 

 

A   必要です。応募申請時までにご準備ください。 

 

 

 

A   本補助金の応募申請は、J グランツ（デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム）の

みでの受付になります。J グランツの利用にあたっては、ＧビズＩＤプライムアカウントが必要にな

ります。 

※ＧビズＩＤプライムアカウントの発行には 1 週間程度要しますので、早めのＩＤ取得をお勧   

めいたします。 

 

 

 

A   応募申請できます。申請者が個人事業主の場合、応募申請時に確定申告書の写しが必要

ですが、開業 1 年未満の方は、代わりに「事業計画書」と「収支計画書」を提出してください。 

 

  

Q１ 応募申請回数に制限はありますか。 

Q２ 共同出願人と一緒に補助金の申請をしたいのですが、まとめて申請できますか。 

Q３ 応募申請に見積書は必要ですか。 

Q４ 応募申請方法について教えてください。 

Q５ 開業 1 年未満の個人事業主ですが、応募申請できますか。 
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実績報告書について 

 

 

A  実績報告書の提出後に、資料の追加提出や誤記載などがある場合には、修正をお願いする場

合があります。事務局から連絡が入りましたら適宜ご対応をお願いします。 

なお、実績報告書の作成にあたっては、以下の URL にてご案内しております。 

＜実績報告書関連の案内 URL＞ 

・実績報告書に関する留意事項   https://www.inpit.go.jp/content/100885567.pdf 

・実績報告書に関する Q＆A      https://www.inpit.go.jp/content/100885559.pdf 

 

 

 

 

A  各公募回、多くの交付決定者がいる状況のため、実績報告書の締切りから約 2 カ月から    

3 カ月程度の確認期間を要しておりますので、予めご了承ください。 

  

Q１ 実績報告書提出後に資料の修正などの対応を求められますか。 

Q２ 実績報告書提出後、資料の修正などの対応を求められるのは、どれくらいの期間を想定 

するとよいですか。 

https://www.inpit.go.jp/content/100885567.pdf
https://www.inpit.go.jp/content/100885559.pdf
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補助金の支払いについて 

 

 

A   補助金は精算払いとなります。補助事業が完了して実績報告後、補助金の金額が確定した

後（額確定通知後）に、精算払請求をしてから振り込まれます。詳しくは「実績報告」ページ

にある「実績報告書に関する Q＆A」（PDF）よりご確認ください。 

   ・実績報告（出願手続）https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/100170510.html 

   ・実績報告（中間手続）https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/100170565.html 

 

 

 

A   振込を希望する口座を精算払請求時に記載してください。ただし、振込先は補助事業者名

義の口座に限られます。 

 

  

Q１ 補助金はいつ振り込まれますか。 

Q２ 補助金の振込先口座は任意に設定できますか。 

https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/100170510.html
https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/100170565.html
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権利化状況報告について 

 

 

A   補助事業完了日以後に迎える 4 月 1 日以降、速やかに提出してください。 

 

 

 

A   補助対象となった外国出願すべての審査結果及び登録状況を報告するまでの間、提出義務

があります。 

 

  

Q１ 権利化状況報告書はいつ提出すればよいですか。 

Q２ 権利化状況報告書はいつまで提出しなければなりませんか。 
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電子申請について 

 

 

A   デジタル庁の G ビズ ID のページをご確認ください。 

      ※G ビズ ID ページ https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 

 

 

 

A   再発行は不要です。G ビズ ID プライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複

数のアカウントの発行を行うことができないため、過去に取得したものを使用してください。 

 

 

 

A   1 回公募あたり、一度のみの申請となります。複数案件申請する場合は、zip ファイルにまとめ

るなどして登録をお願いします。 

 

 

 

 

 

A   応募申請する案件の事業に要する経費（合計）、補助対象経費（合計）、補助金交付

申請額（合計）、項目毎の合計額を入力してください。 

 

 

 

A   J グランツの代理申請機能は、本補助金の場合、申請者が代理人の弁理士に、J グランツを

経由して、一度弁理士のチェックを行い、チェック完了後、申請者より提出を行う際に使用しま

す。あらかじめ、代理人との間で提出資料の確認が終了している場合や、代理人がいない場

合は、本機能を使用いたしませんので、申請の際はご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

Q１ G ビズ ID プライムを過去に取得したことがあるが、ID とパスワードが分からないです。 

Q２ G ビズ ID プライムを過去に取得したことがあるが、本補助金の申請のために再発行する

必要はありますか。 

Q３ 複数案件応募申請を予定しているが、申請の際に J グランツから何度も申請できますか。 

Q４ 複数案件応募申請をする際、 J グランツの申請フォーム内で、事業に要する経費（合

計）、補助対象経費（合計）、補助金交付申請額（合計）の各項目について、どのよ

うに入力するか教えてください。 

Q５ J グランツの代理申請機能はどのような場合に使用するのでしょうか。 

https://gbiz-id.go.jp/top/
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その他 

 

 

A   INPIT 外国出願補助金事務局へは、以下の受付時間で電話とメールでの連絡が可能です。 

・受付時間 １０：００～１７：００（土日祝日及び 12/29～1/3 を除く。） 

・電話番号 ０３－３５０２－５４２４ 

・メールアドレス info★gaikoku.inpit.go.jp （★を＠に変更して送信してください。） 

連絡の際は、お間違いのないよう十分ご注意ください。 

  

Q１ INPIT 外国出願補助金事務局への連絡方法と連絡先を教えてください。 
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改訂履歴 

版 公開日 内容 

1.0 2025 年０8 月０1 日 初版 

1.1 2026 年０2 月 16 日 実績報告書について 

Q１～Q2 および各解答の追加。 

1.2 2026 年 6 月 25 日 補助金の支払いについて 

Q１の回答を修正。 

 

 

以上 


